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「暮らしと法律調査」の紹介

木下 麻奈子（同志社大学）

1.はじめに ― 調査の目的

　法社会学の重要な研究課題として、日本人の

法への態度1、つまり日本人が法をどのように

理解して賛成や反対の感情を抱くのか、あるい

はどのような法を望ましいものと考えるのかと

いった態度の特徴を明らかにすることが挙げら

れてきた。それは、明治時代に西洋近代法が日

本に継受されて以降、日本人の法に対する理解

や考え方が法制度から乖離していることが指摘

されてきたことによる2。

　本稿で紹介する「暮らしと法律調査」は、こう

いった学術的な背景を踏まえて、人々の法に対

する態度の特徴と変化に焦点を当てた調査であ

る。先行研究の日本文化会議（1982）の調査では、

法に対する人々の心理特性を構造化して把握し

ようと試みている。本研究では、その調査を継

続的に追試することで、法態度の構造の変化を

予測しようとするものである。

2.調査の概要

　本稿で紹介するのは、2022年に科学研究費基

盤研究（B）3の補助を受けて行った社会調査であ

る（以下2022年調査と呼ぶ）。2022年調査は日

本文化会議が1976年に行った調査（日本文化会

議 1982: 217頁、以下1976年調査と呼ぶ）、お

よび2005年に科学研究費特定領域研究（B）「法

化社会における紛争処理と民事司法」（領域代

表　村山眞維）の一環として行った社会調査（以

1　「法態度」とは、従来「法意識」と呼ばれていたものを社会心理学の態度という概念を用いて再構成したものである
（木下 2021）。

2　その代表的な研究が、川島武宜（1967）『日本人の法意識』岩波書店である。
3　本研究は、JSPS科研費 JP19H01409 の助成を受けたものである。



－ 2 －

－ 6926 － 中央調査報　No.791・令和 5年9月10日発行　■

下2005年調査と呼ぶ）の追試である。なお、筆

者も2005年調査に関与している（松村、木下他 

2006；木下 2010）。

　2022年調査の概要を述べると、調査対象は日

本全国の18歳以上の成人（年齢の上限なし）であ

り、サンプリングは層化無作為二段抽出（抽出地

点数は75 地点、1地点からの抽出人数は16人）

を用いて、1,200サンプルを抽出した。調査方

法は、訪問留置法（一部、郵送返送を含む）を用

い、2022年1月14日から2022年2月6日にかけ

て実査した。回収標本数は、 691サンプル（回収

率57.6%）であった。調査方法が主に訪問留置

法であることから、コロナ禍の影響で回収率が

低下することが懸念されたが、有効回収率は高

かった。

　一方、先行調査である1976年調査の対象は首

都30キロメートル圏内の20歳以上の一般男女で

あり、サンプリングは層化無作為二段抽出、抽

出標本数は1,500サンプル（100地点、1地点15

サンプル）である。調査方法は個別訪問面接聴

取法、調査期間は1976年3月11日～ 3月29日、

回収標本数は1,080サンプル（回収率72%）であっ

た。なお、1976年調査は、1971年に日本文化

会議（1973）が行った調査の後継調査と位置づけ

られてはいるが、設問が大幅に変更されている

ため（日本文化会議 1982:24頁, 35頁; 松村、木

下他2006:2003-2001頁）、それ以降の調査で

は1976年調査を基軸としている。ただし1976

年調査と以降の調査では調査対象が異なる。

　2005年調査の対象は日本全国の20歳以上70

歳以下の成人、サンプリングは層化無作為二段

抽出、抽出標本数は2,274サンプル（調査全体の

サンプルサイズは25,014であるが、それを11

分割し、その内の一つを1976年調査の追試に割

当てた）である（松村、木下他2006:2005-2004

頁）。調査方法は訪問留置法、調査期間は2005

年2月から3月、回収標本数は1,138サンプル（回

収率50.0%）であった。

　なお、1976年調査の設問のうち数問は、統計

数理研究所の「日本人の国民性調査」の設問と同

じである（中村他 2015）。

3.調査の結果

　2022年調査の分析結果はすでに公表している

ので（木下 2023）、詳細はそれに譲る。本稿では、

日本人の法に対する態度の根底にあるとされる、

①融通性、②素朴道徳感情、③厳罰志向の3つ

のスケール（日本文化会議 1982:45-83頁）の変

化の概要に絞って紹介する。

（1） 融通性の変化

　日本人の法態度の根底には融通無碍な態度が

表１　融通性に係わる設問で厳格さが占める割合の変化（1976年、2005年、2022年調査別、性別、年齢別、合計）

各問で以下の選択肢が
占める割合 (％ )

男　性 女　性 合　計

1976 2005 2022 1976 2005 2022 1976 2005 2022

問 5
国有林 2  立入禁止 83 81 88 87 86 92 85 84 90 

問 6
空地 2  所有者の許可 52 64 77 60 70 83 56 67 80 

問 10
公務員 1  法をまげない 18 15 14 21 16 9 20 15 11 

問 11
法律 1  必ず制裁 24 24 29 28 25 23 26 25 26 
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潜むと考え、融通性スケールが作成されている

（日本文化会議 1973:131-146頁; 1982:65頁）。

ところが2005年調査以降では現代の社会状況

では不適切な設問文があったため、2問を除外

せざるを得なかった（松村、木下他 2006 :2001-

2000頁）。ここでは、融通性スケールに用いられ

た残り4つの設問の回答の変化を示す【表1】。

　調査では、法の内容と適用の2つの側面から

尋ねた設問がある。まず前者に該当するものと

して、（ⅰ）国有林に無断に入って、雑木を勝手

に取ることの是非を尋ねた質問（問5）について

は「立入禁止」を選択する割合は1976年以来一貫

して高い。（ⅱ） 空地で子供が遊ぶことの是非に

関する設問（問6）については、「所有者の許可が

いる」を選択する割合が1976年以降徐々に増加

している。一方、後者に該当する、（ⅲ）好きな

公務員のタイプ（問10）では「法をまげない」人を、

（ⅳ）法律の適用の柔軟性の是非（問11）について

は「必ず制裁」をそれぞれ選択する割合は1976年

調査以来、いずれの調査においても少なかった。

（2） 素朴道徳感情の変化

　素朴道徳感情とは、日本人の日常における「正

しさ」を判断する基準とされる（日本文化会議 

1982:45-46頁）。たとえば「悪いことをしたらバ

チがあたると思う」といった、人の心の根底にあ

る素朴で単純な正義感や因果応報を期待する価

値観である。1976年調査以降、こういった6つ

の設問から素朴道徳感情というスケールを作成

している。本稿では、集計表全体ではなく、素

朴道徳感情スケールの高得点者（4から6点）の

占める割合をプロットした【図1】を示す。

　男性、女性のいずれについても、1976年調査

および2005年調査では加齢するに従って素朴道

徳感情が増加していた。ところが2022年調査で

は、男性は60歳代で突如低くなり、女性は20歳

代では高いが30歳代以上の年代では10ポイント

程度下がり、多少の増減はあるが60歳代以上に

なっても顕著に増加しないという、今までとは

異なる傾向が見られた。

（3） 厳罰志向の変化

　厳罰志向スケールは、日常軽易な犯罪ではな

く、深刻な犯罪に関して「場合によっては死刑も

やむを得ない」といったように、厳罰を科す是非

に係わる5つの設問を用いて作成されている（日

本文化会議 1982:57-58頁）。

　厳罰志向スケールの最高点は5点であるが、
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図１　素朴道徳感情スケールの変化（1976年、2005年、2022年調査別、性別、年齢別）

男性  1976年  スケール4～6

男性  2005年  スケール4～6

男性  2022年  スケール4～6

女性  1976年  スケール4～6

女性  2005年  スケール4～6

女性  2022年  スケール4～6
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そのうち4点と5点の高得点を得た人の割合を

合計して調査ごとの変化を図示した【図2】。そ

の結果、いずれの調査においても全般的に男性

の方が女性よりも厳罰志向が強かった。そして

1976年、2022年調査よりも2005年調査の方が、

男女とも厳罰志向が強かった。また、いずれの

調査においても、原則的に男女ともに40歳代か

ら50歳代で厳罰志向が強まるが60歳代で減少

する。例外的に2005年調査の女性は20歳代が

最も厳罰志向が高く、他とは異なった。

（4） ３つのスケールの組合せの変化

　最後に、融通性4、素朴道徳感情、厳罰志向

の3つのスケールの高低により組合せを作り、

それぞれの占める割合を調べた（日本文化会議 

1982:64-68頁）。林は素朴道徳感情の高い3つ

のタイプ（①素朴道徳感情、厳罰志向、融通性

のいずれもが高いタイプ、②素朴道徳感情が高

く、厳罰志向が低く、融通性が高いタイプ、③

素朴道徳感情が高く、厳罰志向が高く、融通

性が低いタイプ）を古い形の日本型と呼んでい

る（1982:68頁）。この①～③を併せた割合は、

1976年調査では全体の62％、2005調査では

70％、2022年調査では63％であった。2005年

調査で若干増加したものの、ほとんど変化がな

かった。つまり①～③のタイプは、古い形とい

うよりも、時代の変化の影響をあまり受けない

根底的な態度のようである。

4.まとめ

　以上のようにこの調査は、日本人の法への態

度の変化とその構造を示している。同様の調査

を一定の間隔で継続することにより、人々の法

態度が今後、どのように変化していくか探るこ

とができよう。

　最後に2022年調査を行って気づいた点、ある

いは反省すべき点を記しておく。

　第1は、調査の設計に係わる問題である。と

くに2022年調査では予算の制約があったためサ

ンプルサイズが他の調査より小さく、データを

図２　厳罰志向スケールの変化（1976年、2005年、2022年調査別、性別、年齢別）
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4　なお上記（1）で述べたように、2005年調査と2022年調査では、1976年調査の融通性スケールを構成していた
設問2問を削除したため、1976年調査の融通性スケールと同じものは作成できない。ただし、林（日本文化会議 
1982:65頁）は、融通性スケールが0と1のものだけを「融通性の低いもの」として扱っているので、それに倣い
2005年調査および2022年調査でも0と1のものだけを融通性の低いものとして計算した。
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属性に応じて分割して分析することに限界があ

る。とくに継続的に調査する際は、当然のこと

であるが母集団を同じものにし、一定間隔で実

査しないと比較することが難しくなる。

　第2は、設問のワーディングの問題がある。

過去の調査時点では一般的に理解できた言葉や

社会事象も、年数を経ることによって馴染みの

ないものになる。本調査では、「電車に乗ってキ

セルをする」や「三億円事件」がそれに当たる。同

じ設問をしても回答者に等価な内容として理解

されているかの保証はない。また融通性スケー

ルの項で説明したように、設問文を削除せざる

を得なかったことにより、スケールが作成でき

なることもある。

　第3は、調査の回答傾向に変化が見られたと

しても、どういう外的要因が影響したかが不明

な点である。たとえば「子は親を扶養する法律上

の義務があると思いますか」という設問について

「義務がある」を選択した割合は、2022年調査で

29.6%であり、2005年調査より10ポイント強

下がり、今までの調査の中で最も低かった。と

ころがそのような変化が生じた理由は、本調査

の結果からだけでは分からない。

　日本人の法態度に関するこの調査を継続する

には、上記のような課題があるが、林等が1971

年以来始めたこの調査は（日本文化会議 1973）、

データの経年変化を見る面白さや予測する楽し

さといったデータの科学の醍醐味を教えてくれ

ている。
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8月の時事世論調査
8月の時事世論調査によると、

岸田内閣の支持率は前月から4.2
ポイント減の26.6％となり、政
権維持の危険水域といわれる2割
台に再転落した。不支持率は8.1
ポイント増の47.4％で、政権発
足以来の最高値をマークした。

調査は全国18歳以上の男女
2,000人を対象として８月４日か
ら７日に実施、有効回収（率）は
1,205（60.3％）だった。

この時期の国内の動きは、
女性トイレ使用制限「違法」：

戸籍上は男性だが女性として生
活するトランスジェンダーの経
済産業省職員が、庁舎で女性ト
イレの使用を不当に制限された
のは違法だと国を訴えた訴訟で、
最高裁第三小法廷は国の対応を

「裁量権の範囲を逸脱し違法」と
述べ、制限を不当と判断した。
裁判官５人全員一致の結論（7月
11日）。

デジタル庁へ立ち入り検査：
受取口座に他人の口座情報が
登録されていた問題で、政府の
個人情報保護委員会はマイナン
バー法に基づき立ち入り検査を
実施した。必要に応じて行政指
導も視野に入れる模様（7月19
日）。

ビッグモーター社長、引責辞
任：中古車販売大手ビッグモー
ターの兼重宏行社長は、損害保
険会社に保険金を不正に水増し
請求していた問題で引責辞任す
ると発表した。不正への経営陣
の関与や組織的に行われた可能
性は繰り返し否定した（7月25
日）。

全 都 道 府 県で 人口減 少：総
務省が発表した住民基本台帳に
基づく人口動態調査によると、

戦争の休戦協定締結から70年を
迎えた日、金正恩（キムジョンウ
ン）総書記は平壌でロシアのショ
イグ国防相、中国共産党の李鴻
忠政治局員と相次いで面会、同
日夜の軍事パレードにも招待し
た（7月27日）。

巨大看板を撤去：SNS「ツイッ
ター」を「Ｘ」に改名した米Ｘ社
が、サンフランシスコ本社屋上
に設置され巨大な「Ｘ」ロゴの看
板を撤去した。夜間のライトアッ
プがまぶしいなどとして、近隣
住民から市当局に苦情があった
という（8月1日）。

政党支持率　自民 党の支 持
率は前月から2.5ポイント減の
21.1％で、以下、立憲民主党は
0.1ポイント増の3.3％、日本維
新の会は1.0ポイント減の4.2％、
公明党は0.5ポイント増の4.1％、
共産党は0.2ポイント減の1.3%、
国民民主党は0.4ポイント増の
1.2％だった。支持政党なしは2.7
ポイント増加して59.5％だった。

国民の景気感　「良くなった」
は 前 月 か ら1.4ポ イ ン ト 減 の
10.2％、「悪くなった」は3.3ポイ
ント増の44.8％だった。時事世
論景気指数は前月から12ポイン
ト減の62となった。

暮らし向き　昨年の今頃と比
べて「楽になった」は0.7ポイント
増の4.5％、「苦しくなった」は0.8
ポイント増の40.5％となった。

2023年1月1日時点の日本人の人
口は1億2242万3038人で、前年
にから80万人強減少した。1973
年の調査以降初めて全都道府県
で前年より減った（7月26日）。

金融緩和を修正：日本銀行は
金融政策決定会合で大規模緩和
策の修正を決定した。長期金利
の上限を現状の0.5％程度から
1.0％まで事実上引き上げる（7月
28日）。

トヨタ自動車、最高益へ：ト
ヨタ自動車は2023年４～６月期
決算で、営業利益が過去最高の
１兆1209億円、前年同期比94%
増となったと発表した。日本企
業として初めて四半期ベースで
１兆円を超えた（8月1日）。

国外では、
インド、人口世界最多へ：国

連は世界人口デーに合わせて人
口推計を発表した。今後、世界
の 総 人 口 は2030年 に85億 人、
50年に97億人、80年には100億
人を超えると予測。同時に2023
年にインドの人口が中国を上回
り、世界最多になることも明ら
かにした（7月12日）。

ドイツが対中国戦略を策定：
ドイツのショルツ政権は、最大
の貿易相手国である中国に関す
る外交戦略を策定、今後協力関
係を続けつつも覇権主義的な動
きを考慮する必要があると明記
した。「親中」とされたメルケル
前政権の路線からの転換を示し
ているとされる（7月13日）。

ジェーン・バーキンさん死去：
英国出身でフランスで活躍した
女優、歌手のジェーン・バーキ
ンさんが亡くなった。76歳だっ
た。仏ブランド「エルメス」のバッ
グ「バーキン」の名前の由来にも
なり、東日本大震災の復興支援
にも尽力した（7月16日）。

イスラエル首相、訪米へ：米
政府は、イスラエルのネタニヤ
フ首相が米国のバイデン大統領
の招待で秋に訪米し首脳会談す
ると発表した。「史上最も右翼」
と言われるネタニヤフ政権が昨
年末に発足して以降、両首脳の
対面会談は初めて（7月18日）。

北朝鮮で軍事パレード：朝鮮

◇  告　知　板

時事世論景気指数

2013年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年
143.8 129.1 126.0 120.0 131.9 130.0 109.9 25.0
21年 22年 （8月）（9月）（10月）（11月）（12月） 23年
34.6 22 10 9 11 29

（1月）（2月）（3月）（4月）（5月）（6月）（7月）（8月）
23 19 44 48 87 72 74 62
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